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１ 補助事業の実施に当たって 
 

 

 

 

■ 補助金交付規則・要綱を精読する 

   補助事業は、「唐津市補助金等交付規則」、「カーボンニュートラル加速化補助金交付要綱」

及び「カーボンニュートラル加速化補助金実施要領」に従って実施する必要がありますので、規

則・要綱・要領をしっかり読んでください。 

 

■ 注意事項 

➣ 同一年度内、同時に複数の補助申請をする場合において、補助対象設備の全ての事業完

了日が同一年度内に完了しなければなりません。 

➣ 補助金の受付は予算の範囲内での受付になります。補助額が予算額に到達した時点で補

助金は終了となります。 

➣ 補助金の受付は先着順で行います。 

➣ 補助金の受付は提出書類に不備・不足がない状態で提出されたものとし、不備・不足等あ

るものに関しては、受付されたものとはみなしませんのでご注意ください。 

➣ 提出書類は、よく確認して提出してください。書類の不備や不足により申請を受け付けられ

ないことによる損害等については、市は一切の責任を負いません。 

➣ 申請者は、本補助制度についてご理解いただき、各種手続きについては、原則として申請

者本人が行ってください。 

➣ 申請書類は返却できません。提出する書類は、必ず写し（コピー）を取り、控えとして保管し

ておいてください。 

➣ 申請書類を記入する際は、文字を消すことができる筆記用具（フリクションペン・鉛筆など）

は使用しないでください。 

➣ 以下の場合は、補助金の交付決定を取り消したり、補助金の返還を求めたりすることがあり

ます。 

 ①書類に虚偽があった場合 

 ②不正な手段によって申請等があった場合 

 ③補助金等交付規則及び補助金交付要綱などに違反した場合 

 

 

 

 

◎本書は、補助事業をより効率的に、かつ適正に実施していただきためのポイントや

留意点を記したものですので、事業に関わる皆様が目を通すようにしてください。 



■ 補助制度の概要 

 （１）補助金の予算額 

  １１,６００千円 
   ※予算額は全ての補助対象設備及び事業を合計した総額であり、補助額が予算額に到達し

た時点で補助金は終了となります。 

 

 （２）補助対象機器・補助額 

補助対象設備 補助額※1 備考 

①電動生ごみ処理機 20,000 円（上限額） 補助対象経費の１/２以内 

②電気自動車※2 50,000 円 定額 

③ＺＥＨ＋ 150,000 円 定額 

※1 千円未満は切り捨てとなります。 

※2 残価設定クレジットでのご契約については、自動車車検証登録時に車両使用者が申請

者本人となる場合、申請が可能となります。 

 

 （３）補助対象者の要件 

ア 電動生ごみ処理機 

・唐津市の住民基本台帳に記載されていること。 

・機器を設置できる場所を有していること。 

・自己の責任において機器を設置し、これを適切に維持管理できること。 

イ 電気自動車 

・唐津市の住民基本台帳に記載されていること。 

・市税に滞納がないこと。 

・補助対象の車両の自動車検査証に記載される所有者となる者とする。ただし、割賦販

売（所有権留保条項付売買契約）（自動車販売業者、ローン会社等が自動車検査証に記

載される所有者となるもの。）により補助対象の車両を導入する場合にあっては、当該車

両の使用者となる者とする。 

ウ ＺＥＨ＋ 

・ 唐津市の住民基本台帳に記載されていること。 

・ 市税に滞納がないこと。 

・ 機器を設置できる場所を有すること。 

・ 自己の責任において設備を設置し、これを適切に維持管理できること。 

 

 

 

 

 

 



 

 （４）補助対象設備の要件 

補助対象設備 要件 

電動生ごみ処理機 

電気式又はバイオ式などで、生ごみを乾燥、発酵等の処理をする

ことが可能な機器であること。 

ただし、単に生ごみを粉砕し、下水道等に排出する機器を除く。 

電気自動車 

次の要件を全て満たすこと。 

(１)４輪車以上の車両であって、外部給電器及びＶ２Ｈ充放電設備

を経由して給電できる機能を有しているもの。 

(２)自動車検査証の燃料の種類が「電気」であること。 

(３)交付決定後に初年度登録される車両であること。 

(４)自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が自家用であるこ

と。 

(５)自動車検査証における使用の本拠が唐津市内であること。 

ＺＥＨ＋設備 

補助の対象となる住宅（以下「補助対象住宅」という。）は、次の各

号に該当する要件をすべて満たす唐津市内の戸建住宅とする 

（１）本事業と同一年度内に、国補助金の交付決定を受けているこ

と。 

(２) 交付申請時の添付書類にて『ＺＥＨ＋』、『ＧＸ志向型住宅』に

必要な設備の確認ができること。 

（３）補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）

が常時居住する住宅であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 補助事業のスケジュール・流れ 
 補助対象設備ごとに申請のスケジュールが異なります。申請を行う際は下記スケジュールをよ

く確認してください。 

 

（１）電動生ごみ処理機 

申請者 唐津市 備考 

 

 

 

 

 

購入した日から起算し、 

１年以内に申請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受理 

 

 

 

審査 

 

 

 

 

補助対象設備を確認し、

購入する。 

 

 

 

 

 

 

 

申請書類を確認します。 

 

 

 

審査の結果、不備・不足が

ある場合は是正をお願い

する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

提出書類を確認します。 

 

 

 

申請書類 

一式 

カーボンニュートラ

ル加速化補助金交付

決定及び額の確定通

知書（第３号様式） 

決定及び 

確定通知
通知書受領 

〇請求書及び口座振込申出書

(兼委任状) 

〇振込口座が確認できるもの

（通帳のコピー等） 
請求書 

確認書類 
受理・審査 

補助金の受領 補助金の交付 

補助対象設備の購入 

【申請書類】 

〇カーボンニュートラル加速化

補助金申請書（個人申請用）

（第１号様式） 

〇領収書（通信販売等において領

収書発行がないものについて

は、支払証明書等（本体購入価

格が分かるもの）） 



（２）電気自動車 

申請者 唐津市 備考 

 

 

  

 

 

 

 

 

申請書類を確

認します。 

 

 

 

審査の結果、不

備・不足がある

場合は是正を

お願いする場合

があります。 

 

 

 

 

 

 

提出書類を確

認します。 

 

【申請書類】（窓口） 

〇カーボンニュートラル加速化補助金

申請書（個人申請用）（第１号様

式） 

〇住民票の写し（原本） 

〇市税に滞納がないことを証する書類

（発行から３か月以内のもの（原本） 

〇購入予定車両の規格等が分かるもの 

〇購入予定車両の見積書（本体価格が

分かるもの） 

申請書類 

一式 

受理 

審査 

カーボンニュートラル加速化

補助金交付決定通知書（第４

号様式） 

通知書 

受領 

【車両の購入】 

〇補助金交付決定通知書の日付以降

に自動車検査証の初年度登録され

る車両であること。 

〇申請年度内に納車及び実績報告が

完了できること。 

【納車】 

注：申請年度内かつ納車から３０日

以内に実績報告 

【実績報告】（窓口・郵送） 

〇カーボンニュートラル加速化事業実

績報告書（個人用）（第９号様式） 

〇領収書の写し 

〇購入車両の写真（車両本体の写真で

ナンバーが確認できるもの） 

〇自動車検査証の写し 

実績報告 

一式 

受理 

審査 

カーボンニュートラル加速化

補助金確定通知書（第１１号

様式） 
通知書 

受領 
確定通知書 

決定通知書 

〇請求書及び口座振込申出書(兼委任状) 

〇振込口座が確認できるもの（通帳のコ

ピー等） 

（窓口・郵送） 

請求書 

確認書類 

受理 

審査 

補助金の交付 補助金の受領 

申請年度内に納車・実績報告書の提

出が完了できるものに限る。 



（３）ＺＥＨ＋ 

申請者 唐津市 備考 

 

 

  

 

 

 

 

 

申請書類を確

認します。 

 

 

 

 

 

 

審査の結果、不

備・不足がある

場合は是正を

お願いする場合

があります。 

 

 

提出書類を確

認します。 

【申請書類】（窓口） 

〇カーボンニュートラル加速化補助金

申請書（個人申請用）（第１号様

式） 

〇住民票の写し（原本） 

〇市税に滞納がないことを証する書類（発

行から３か月以内のもの（原本） 

〇国補助金の執行団体から送付を受け

た交付決定通知書の写し 

〇工事請負契約書の写し（契約内容、

工事予定日、工事期間が分かるもの） 

〇設置予定設備の工事見積書（図面等

を含む）の写し 

申請書類 

一式 

受理 

審査 

カーボンニュートラル加速化

補助金交付決定通知書（第４

号様式） 通知書 

受領 

注：申請年度内かつ設置完了から３０日以

内に実績報告 

【実績報告】（窓口・郵送） 

〇カーボンニュートラル加速化事業実績報

告書（個人用）（第９号様式） 

〇工事代金支払領収書の写し 

〇補助対象住宅のＢＥＬＳ評価書の写し 

〇国補助金の執行団体から送付を受けた補

助金確定通知書の写し。ただし、執行団

体に完了の報告を行い、審査が始まって

いるものの、市の実績報告書提出期日ま

でに当該通知書が届いていない場合は、

振込確定通知、または執行団体への実績

報告時に提出した書類の写しを提出する

こと。 

○施工管理写真（施工中及び施工後） 

実績報告 

一式 

受理 

審査 

カーボンニュートラル加速化

補助金確定通知書（第１１号

様式） 
通知書 

受領 確定通知書 

決定通知書 

〇請求書及び口座振込申出書(兼委任状) 

〇振込口座が確認できるもの（通帳のコ

ピー等） 

（窓口・郵送） 

請求書 

確認書類 

受理 

審査 

補助金の交付 補助金の受領 

申請年度内に工事完了及び実績報告

書の提出が完了できるものに限る。 



３ 補助事業に係る関係書類の確認・保管について 

 
〇補助事業を実施するにあたっては、下記の補助事業関係書類チェックリストを参考にして関

係書類を適正に保管してください。 

〇補助事業者は、補助事業に使用した書類を、事業完了年度の翌年から起算して設備ごとに

規定する期間保管しておかなければなりません。 

 

 


